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試論:市民社会における民主型NPOをどう捉えるか
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O ーはじめに

近年の不登校問題，児壷言待，子育て支援，多様な学校の設置としりた教育にまつわる卜ヒcツクは，必ずとしり

てよいほどNPO(非営手|民邸哉)とし寸言葉を伴っている。しかしながら， 10年前にはこのNPOとし寸言葉は

殆どといってよいほど用いられてはいなかった。これは教育の分野に限ったことではなく，例えばある研究者によ

ると，某新聞紙面においてNPOとし寸用語が使われた回数が， 1 990年にはたったの1回で、あったのに対し，

阪神大震災1の翌年である 1996年には90回， 1 998年には217回に及んでいたことを示し， 90年代後半

からボランティアとし寸言葉と共にNPOとし寸用語¢使用頻度が急噌していることを指摘している20NPOとし、

う用語の使用頻度が増加しているのは調査・研究ぴ分野も同様で，国立国会図書館 (NDL-OPAC)の蔵書を

検索するとNPOとし寸言葉を用いた書誌並びに来臨のタイトルあるいは内容細目¢件数は， 1 990年には0件

で、あったのに対し， 1 995年には計40件，そして2003年においては計720件と，特に1998年の特定

非営利活動促進法 (NPO法)の制定以後，まさに飛躍的な増加を遂げている

研究や書誌の中でNPOに言及した内容も教育はもとより福祉，環境，行政との連携，組結権営， NPOに対す

る期待と課題についてなど，きわめて多岐の分野にのぼっている。そしてこの趨勢と相侯って，研究の中で描かれ

るNPO像もまた極めて多様なものとなっている。これはNPOとし寸言葉の定義上， r非営手IjJとし寸条件をク

リアすれば I同好会団体」や I同業者の振興団体J，r半官制団体」などもNPOに含まれることになるため，結果

として広謝央義かっ多種多様のNPOが概念上 I乱立」していることに起因しているものと思われる。

しかしながら，対象の在り様が多義的であるということは，そこから導かれる研究の I成果jについても同様の

ことが言える。つまるところ，このような状況下では，全てのNPOに同様・同組支の教育学的な意義明鮪巨を見
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出すことは不可能に近い。

そこで小論は， 1教育学的干見有、からの要請に応えるためには， ~どのようなNPOJ]を「どのように捉える』こと

が必要なのだろうか」というように， NPOを所与のものとしてとらえるのではなく，いわば一歩下がった立場か

ら問いをたてることとする。小論は以下この間いに答えるべく， NPO研究のための1つσ:視座を試行的に提示し

ていきたい。

1 .教育学的視点からの仮説 自立と自律の獲得機能を有するNPO

その出発点となる小論の「教育学的視点」とは，端的にいって， NPOに関与する人々がその関わりの中で自立

と自律を獲得していくとし寸側面があるのではないか， どし、う仮説に基づくである。もう少し詳しく言うならば，

前号掲載の拙稿4では技術者を対象に I職業的」な自立と自律¢獲得について考察したのに対して，今回はNPOを

対象にして「職業的J1社会的J1政治的」どしりた複数¢領域における自立と自律の獲得の問題について考察する，

ということになる。

ではなぜ， NPOに着目することにより I職業的J1社会的J1政治的」とし、うより広し市頁域にわたって検討する

ことが可能になるのかというと，それは次に掲げる理由による。たとえば，第1の「経済的(職業的)Jな側面に

関しては， NPOを経済的なアクターとして認めないわけにはし、かないし， NPO活動により人々が生計を立てて

いる例などに依拠することができょう。このような現伏をみたならば，決してNPOの経済的な機官官を捨象するこ

とはできない。また，第2の「社会的」な側面に着目するのは，課題を共有したり意志を同じくしたりするもの同

士が自発的に集い，社会の中の教育，福祉，環境，文化に関わる問題の解決ないしは質の向上を図ろうとしている

点で， NPOはすぐれて I社会的」な側面を有しているからである。そして最後の「政治的」な観点、については，

アメリカのNPO研究者が指摘するように，上で述べたような社会問題。:解決を図る中でみずから問問手決を

図るだけでなく，より多くの人々の関心を社会問題や必要性に向けさせるメカニズムとして重要な役割を演じ"Jる

という，いわばアドボカシー機能7をNPOfこ認めることができるためで、あるO なお，そぴ研究者はアメリカの

社会に活力を与えてきた社会運動中政治運動-→詩人参政権運動，労働運動，環境保護運動，消費者運動，男女同

権運動，それから今日ぴ保守化運動ーーのほとんど、がNPOを通じて運営されてきたつと指摘しているが，このこ

とは昨今の日本にも同様にあてはまるで、あろう。

また，自立・自律をこれら 3つの領域に分節することの根秒U11土，別の観点、からも説明できる。例えば，マーシャ

ルは市闘をを「公民耐訴Ij(経済的1訴Ijを含む)J， I政治的1訴リJ，1社会的1訴リ」の3つに分類している他には，

日本国憲法のみならず世界各国の憲法が，人権についても I経済的J，1政治的J，1社会的」事頁についてそれぞれ

の1訴Ijを分節化して規定していることがその矧列となろう。これらのことは， 11訴IjJが分節可能であるように， 1権

利」と表裏一体の関係にある「自立・自律」の概念もまた分節可能であるとし、うことを示している。そこで小論で

は仮説的に，市民としての自立・自律を「職業的(経済的)J， 1政治的J，1社会的」の3領域に分かち，これをN

POとのかかわりの中で捉えることとしてして。

このようにNPOへの関与を通じて人々が自立と自律を獲得していくとし、う側面は，上記の事例の他にも，アリ

ストテレスやトクヴィルの，政治に参加することで自らが学びを重ねていく，とし、う指摘にも拠ることができょう

100知識と技能は自立と自律を獲得する上での必須の要件と考えられるが11，このこと出芭の見方をすると，誰しも

当初は不完全な形でしカ知識と技能を有していなし、，ともいえる。それような中で人々が「経験」とし、う名のOJ

Tの中で，より実践的な知識と技能を身につけていくのだとしたら， NPOは市民としての自立と自律を獲得する

ための I学校」として位置づけることが可能であろう。

小論。:仮説は，このような問題意識から出発している。しかしながらこの次に直面するのは，自立と自律を獲得

するための判交となるNPOとは一体どのようなNPOなのか，どし、う間し、である。すなわち，ここで間し、は Iど

のようなNPOJを Iどのように捉える」か，とし寸段階に移行する。
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2 市民の定義 市民の要件としての自立と自律

冒頭，タ岐にわたる分野で、NPOfこ関する言及がなされていることを紹介したが，共通しているのはその多くが

「市民Jとし、うキーワードを用いているとし、うことである。たとえば， 日本のNPOに大きな影響を与えている特

定非営利活動促進 (NPO)法に目をやると，第1条12を読んだ瞬間に「主語」としての市民どし寸文字が飛び込

んでくる1:l(なお，ノト論は認可を受けたいわゆるNPO法人(長封央義のNPO)のみを中心的な対象とするわけで、は

なしす。それゆえ，ここに至ってあらためて I市民とは一体どのようなものなのか」という古くて新しい疑問に直

面することとなる。その問いに答えることー)少なくとも暫定的にでも定義すること なしにNPOを考えるこ

とは極めて難ししL そこで、，歴史的に市民がどのようなものとして描かれてきたのかを以下整理してし吋。

その市民ないしは市悶雀の定義については，病室かっ多様な議論を通じて多くの成果が得られている。中でも政

治体制を歴史的に{府轍した形で共和制政治」ど「自由主義的民主主義」どを対比させた市闘をの分類は，市民

像を理解する上で極めて有用で、ある。

前者の共和制政治における市民は次のように描かれている。それは古代アテネでは，市民は同時に政治的権

威の行使者でもあり，公的規則・規制の考案者で、もあったO 人々(デモス)は立法及び司法機能を担っていた。な

ぜなら，アテネ型民主主義の市民の概念には， ~国家』に関わる事柄に直接参加し，これらの機能を共有すること

が必然的に含まれていたlっとし、うものであったO ここで留意すべきは，政治参加をすることは市民叫訴Ijである

と同時に I市民が市民としての義務を担っている1hJ ことで、もあったという点である。それは，スパルタにおける

市民兵としての貢献(軍役)と同様のものとして考えられており，換言するならば「公共福祉に基づいた考えと行

動を常にそして効果的にとる1hJ ことが求められていたのである。

しかし市民の語itJがあるということは，当時の市民が他律的で依存的で、あったということを意味するわけ

ではない。当時の哲人アリストテレスが理想どした市民は， rアレテー，すなわち卓越性もしくは徳 (virtue)を

備えJ，r時間的・金主主泊句に余裕のあるエリー卜」であり，そこで活動する市民は「教育の産物で、ある」とし、うよう

に認識されていた17 ここから， r市民」は経済的にも精神活動上も極めて自立的かっ自律的な荷主として捉えられ

ていたことがわかる。そしてこの自立と自律とし寸概念は，中世とし、う暗黒時代に隔てられつつ1おも，ルネサンス

期において I共和制における自発的な市民19J，あるし、は「政治的な自治」どし寸形態となって再び日の目をみるこ

ととなる。

ルネサンス期の共和制においては，多くの自治都市の勃興に示されるように， r政治的な共同社会の自由が，そ

の共同社会の権威のみに依拠」し自治は， 自由の共通基盤であるとともに， 自分たちの共通のビジネスとして

の政治に(中時安宅)市民が参加する樹リの根拠」とされた泊。そしてこのころの市民共和主義者のマキャヴェ

リが I市民宗教に基づく教育」を通じてよき市民を育成し，市民軍の担い手となることを期待したとし、うことは多

くの知るところであるへその市民軍が I経済的に自立した自由市民が，自らの意思で、武器を取って参集する22Jこ

とにより編成されたということに示されるように，やはりここでも市民としての I自由J，r自立」そして「義務J

N寸概念が常に同居しているのであったO

そして，その後に登場したルソーによる「自由を放棄するのは自己の人間性を放棄することであり，人間である

ことの義務を放棄することは，自己の1訴Ijを放棄することであるJ~ vづ思想、は市民共和主義に基づく典型的

な{JrflJ として位置づけられることとなってし、く。

共和制政治の中に描かれてきたこのような市民像に対して，一方の自由主義的民主主義の中では市民はどのよう

に描カれてきたのであろうか。自由主義的民主主義のエッセンスは端的こ言って「自由選挙ど自由市場24J に他な

らない。『市悶をどは何か』を著したヒーターは，自由主義的市民権の特質として以下の3点を指摘している。そ

れは I第一に市民一人一人が投期奮を有する」こと第二に，一人一人の市民は法律のもとで、正当に扱われる権

利を有する」こと，そして「もう一つ重要どみなされた特質は所有権」を有することで、あったO このような「夜警」

国家の中で， rすべての市民は，平等であり，また自立的な荷主である。それゆえ，国家は，市民を国家ど結びつ

ける，あるいは市民同士を結びつけるための強制装置をもたなし門のであったO つまり， r共和主義的市闘をど比

較した場合，自由主義的市悶雀は，個人に多くを要求するものではない。(中時安宅)主に市民が持つ一連の権
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利を規定する傾向が強川国家はそれを尊重はするが，他方で市民の生活には可能な限り介入はしなし伊」として，

共和主義と自由主義の下での市聞をの特性¢違いをそれぞれ整理している。

このように見た場合，自由主義的民主主義の中で描かれる市民は，国家から干渉されずに，選挙や市場で合理的

な選択をするとし寸意味で、自立かっ自律した荷主として位置づけられている。言い換えるならば， I中左手Ij(市闘をつ」

とI自立・自律」は，自由主義と共和主義いずれの政治体制においてもコインの裏表の関係なのである。それゆえ，

両者において決定的に異なる点は，市民そのものの特性もさることながら，市民と国家どの関係ないしは市民と市

民同士の聞系性にあるといえよう。

3. NPOを要請する諸相 NPOはどのように捉えられているか一一一

前節で概観したように市民」ないしは「市悶を」の定義も内実も一義的で、はなく，それゆえ評者のスタンス

によって市民の描き方は大きく異なる。当然市民」が*m哉するNPOの捉え方も評者のスタンスによって大き

く異なることとなり，その結果NPOの捉え方はいくつかの「相」に分類されることとなる。なお，以下に掲げる

主なNPOの捉え方の諸相は，必ずしも背反的に荷主しているのではなく，複数の諸相をまたぐ形で論が展開され

ていることが多い。

(i) I新自由主義JI構造改革路線」どNPO

第1の I相」は， I新自由主義」あるし、は「構造改革路線」的f見長からNPOを捉えるものである。すなわちこ

れは， NPOを需要と供給の関係の中から生じた「新規のサービス供給者」とみなすものである。その結果， NP 

Oはこの枠組みの中で雇用の創出・受け皿あるし、は，行財政予算。:低減手段として位置づけられることとなる。例

えば， I経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003につし吋J (し、わゆる「骨太の方針J)の中では雇

用・人間力の強化J，雇用機会の創造」どし、う観長から「公的サービスの外部委託を計画的に進め， NPO等

を活用する訂」としている。さらに予算編戎に当たっての重点と抑制の考え方」の観長から予算の配分に

当たっては，民間需要を誘発する政策，より少なし、財政負担で民間主体の投資を蜘目する政策等，民間の潜在力を

最大限引き出す政策」として民間資金や民間ノウハウ， NPO等を活用して実施する， P F 1 (民間資金等

活用事業)，官民協力型事業，公設民営，民問委託，産学連携」としりた手法を重視することによって効果を

最大限発揮」させるとしている叱

つまり，このような I新自由主義」あるし、は I構造改革路線」的視点は， NPOを活用の手段としてとらえる傾

向にある。その意味で，これらの視点の中では， NPOと民間企業とは大差のなしトーむしろ，営利を追求しない

分だけ安上がりな一ー前主として据えられ， NPOのj舌動内容や質について言及されることは少ない。そしてなに

より，この第1の I相」に「市民」ないしは I市民社会」どし寸概念が大きく欠落している一ーたとえ I市民」ど

し、う語が用し、られたとしても，それは消費者と供給者どの同義語でしかなしトーとし寸問題を見逃すことはできな

し、。

(ii) Iアソシエーション論」からみたNPO

これとは対照的なのがアソシエーション論」的視点、からNPOに言及した第2の I相」である。例えば，佐

藤慶幸は INPOと市民社会」の中で次のように語っている。「複数の市民がある課題について相互に意見を交わ

しながら討議と対話をとおして結び合う言説空間が，アソシエーションを形成する」とし，さらに「市民的公共

圏は，ある課題について話し合し、行動する多種多様なアソシエーション個体群から形成される。この市民的公共圏

の集合体を<市民社会>ど定義する羽」としている。

このような視点に立った場合， NPOは市民同士の対話と行動の場を提供し，関わりをもっ市民同士を結びつけ，

そして国家・市場から自律した市民社会の形成に寄与するものとして捉えられている。その意味で， Iアソシエー

ション論」から導出されるNPO像は第1の I相」ど比べると，より深く I市民」概念ど結びついたものとなって
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いる。しかしながら，この I相」はアソシエーションと国家 中央政府一一，市場との聞の関係については理念

的に触れてはいるものの，市民に最も近い地方政府 地方自治体 とNPOどの関係の描き方は不充分である。

地方分権の重要性が叫ばれている中で，現実的にNPOと密接な関係を築いているのは中央蜘社言うよりもむし

ろ地方自治体である場合が多い。これらのことを鑑みるならば， NPOと自治体どの関係について，より深い形で

考察することが不可欠である。

(iii) r統治(協J台)システム論」とNPO

そして第3の「相」は， NPOを I地方分権論」ないしは「行政論」どし、った視点から， NPOを一人前のアク

ターとして統治(協治)システムの中に位置づけようとするものである。この I相」は，第2の I相」でもふれた

市民社会と政府・市場との関係をより明確に対象化するもので、あり， NPOと地方自治体との関係性につし、ても言

及するものである。例えば，このような関係性についてマクロ的な観有、から着目したものの 1つに，神野直彦らが

唱導する Iソーシヤノレ・ガパナンス加」論がある。 rソーシヤノレ・ガパナンス」どは自立した個による連帯とし

て，国民が社会形成に参加する民主主義を実現することJ，あるし、は「国民が個として自立する。個として自立し

た国民が，自立するがゆえに協力する。そうした自発的協力によって，国民が社会形成に参加して，人聞の生活を

決定する1訴Ijを握る」ようなシステムのことを指すへ

そして神野は， r自発的協力」のあり方を I相互扶助機能」ど I共同作業」の2つに分類し，前者の典型例とし

て「協同組合J-r自助組織」 を，後者¢例として rNPOJ- r他助組織」 を掲げている九つま

るところ Iソーシャル・ガパナンス」どは，このような Iアソシエーション論」的視点を包含しつつ，さらには I国

民の民主的参加を高めるために士也方分権を主張」するものでもある。このように， NPOと地方自治体の関係も射

程に入れているという点ではソーシヤノレ・ガパナンス」 σ:視点、を援用することで，社会におけるNPOO::位置

づけをより明確に描くことができるであろう。

また， NPOと自治体どの関係を「パートナーシッブ」として捉える議論もある。それは，たとえば，自治体に

よる I条例」やNPOと行政聞とのあいだで取り結ぼれる「協定書」としりた個別具体的な取り組み事例ロを通し

て， NPOど自治体一一特に行政分里子一ーが対等な関係で「協働」してし、くとし、うあり方に着目したものである。

しかしながら，この第3のI相」からNPOを社会のアクターあるいは行政のパートナーとして捉えたとしても，

なお幾許かの構造的な課題が残ることとなる。その課題の 1つが「従来のNPM型改革のもつ限界勺であり，も

う1つが「パートナーシッフ。の失敗」あるいは Iガパナンスの失敗」とし寸概念1号である。

1つ自の「従来のNPM型改革のもつ限界」どは， 1980年代保守党政権下のイギリスにおいて，市場メカニ

ズムの導入によって I害訴ヲ関係と同義」のパートナーシッフ事業が推進されてしりた結果，明らかlこなった問題点、

である。それは， r契約明子政刊面による上へのアカウンタピリティの強化は図られたものの，仲間任安宅)住民

持リ用者本位どし、う下へのアカウンタビリティが実見できなかった点」や I組織内関係における目標・成果の量見

が組織聞にわたる関係叫言頼や刊面に適さ如、どし、う点」であった話。その結果， r近年ではNP叩里論が住民参加，

ノtートナーシッブ，連携，ネットワーク，ガパナンス等を含み，広義の概念としてとらえられるように変化」して

きているという。

そして 2つ目の「パートナーシッフ。の失敗」どは， r市場の完敗Jr政府の失敗」と対比されるもので、あり， rパ

ートナーシッフ型の新しし、ガパナンス」によって，本当に「民主主義的価値を実現できているのかとし、った間しリ

に端を発するものである。従来の理解では， rパートナーシッフ。の追求は，とりわけ，地j掛士会における欠落部分

や新たな社会的ニーズにこたえるものとして考えられてきた」わけである九しかし新川は，このパートナーシッ

フ事業それ自体カ洋菱数の構造的な失敗要因を苧んでいるとする。その理由の中でも着目すべき点は，パートナーシ

ッフ。によって「政府の意向に左右されぺ寸」くなる点，そして「パートナーシッフ事業やその組織が，既得権益化

し官僚制化すること」によって， r住民やNPOの自治や自立を侵害し続ける構造を持っている」どし、う点却である。

新川はStokerの研究を援用してパートナーシッフO組織の活動やそのリーダーによる強制が，個人叫訴陪侵害

する可能性があり，品織の構成員やそのサービス対象者が，そ江組織から保護される必要がでてくる場合がある澗」
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ことを指摘している。その結果， r民主的なガパナンスの実現に失敗し，構造的に民主主義の空j剛ヒを促す」とし、

う新たな危険性が生じるのである。

従来のNPO理解の中では， NPOはパートナーシッフ事業を通じて行政を相対化する契機となったり，あるい

は民主主義の旗手になったりする荷主ι思われがちで、あるO だが，西村守新川の指摘から導出できることは， NP 

Oの民主性や個人の1訴Ijを保障する機能は， NPOが行政とパートナーシッフ閣係を取り結んで、いるとし、うことだ

けで，ましてやNPOであるということだけで，必ずしも予定調和的に実現されるわけで、はない，ということなの

である。

4 中間団体と個人 中間団体は中世の産物か

NPO自身に民主主義を空J同化させたり個人叫訴リを侵害したりする危険性があるとは一体どうし、うことか?

この問題についてもう少し別の角度から検証するため，本節では個人，国家，そして中間団体との関係性について

論じてきた憲法学者である樋口陽ーの見解にヒントを求めたい。樋口は，つねづね中間団体が人権を抑圧する側面

を有してきたことを厳しく糾弾する。彼は， r個人」を析出したフランス革命を例に挙げ，次のように論じている叱

近代憲法の掲げる人権とし、う考え方は，まさに人一般を発見したことによって成立したの身長制による拘束と保護の

両方から解放された個人の登場が，それで、あるのそのためには，身分制的な社会編成を解体して，国家が権力を一手に

集中し，諸国人対国家の二極構造を作り上げることが必要となる3

(中間仕→安宅)

ところがまた，身分制とし寸楯を持たなくなった個人が，いわば丸はだ、カ斗となって権力と向き合うとし寸構造は，そ

σ:個人による権力のコントロールを，きわめて難しいものとせさ、るをえないのそれだけに，主権と個人=人権の聞に

は，深刻な緊張関剥潜在することとなるo (傍点部→通口)

こ¢個人と国家の関係を二市酎蕎造のものとして対置し中間団体を排除しようとする精神は，ルソーとル・シャブ

リエの思想、の中に見て取れる。すなわち，ルソーは r~部分的結社j は一般意思を破壊し，私的利害の追及を許す

ことで市民の国家への直接的参加意欲をそいで、しまうと憂慮41Jしたのであり，続くル・シャブリエは「どんな市

民も，職業団体的精神によって公共善から市民を引き離し，中間的な利害の追及を奨励することは許されなし刊」

として，結社の自由を制限するわレ・シャブリエ法」を提唱したので、あったO 樋口は中間団体を敵視し，個人と

国家が二極化するこの体制を「ノレソー=ジャコパン」型ぷと呼び，このモデルの下での「深刻な緊張関係」の体験

こそが今の日本に欠けているのだとする。

先の樋口の引用文には，次のような文が続いている。

一九四五年以前の日本広社会は，イ云細枕共同体(イエとムラ)を温存したまま，その上に国家権力が重畳的叫立

置し個人を抑圧する構造を強めていたのいってみ.，h(;f，個人にとって，近代国家は，伝絢的拘束からの解放者では

なかったしイ云絢的共同体は国家に対する楯とはなってくれなかったべO

確かに，国家と個人の中間に位置する団体については，いわゆる保守的な側面が付きまとう。例えぽ呆守主義者

の代表格とされるパークが，自発的な集団，組織，協会といった「社会集団を『小隊~ (the li ttle platoon) 44J 

として捉えたり， r国家の圧倒的な支配から個人を保護するためには家族や社会集団のような『仲介組織』が必要

で、ある刊としたりして中間団体を高く評価した一方，中間団体を刈り払ったフランス革命を激しく断罪していた

ことは有名である。このことからわかるように，個人と国家との聞に「中間団体」が荷主するとし、うことは，守旧

的な体市トー換言するならば，かつての中世・封建的な日寺伐 を初併とさせる側面があるのである。

事実，現代におし、ても中間団体が守旧的な政治体柿リとつながりうる可能性はあるし，これはNPOにとっても無

縁ではない。例えば， NPOに理解があるとされる，ある国会議員は次のように発言している。「保守政治の原点

はコミュニティーにあったD 自民党は業界団体に依存してきたが，その基盤が揺らいで、いる。今，コミュニティー

のj舌性化を担っているのはNPOであり， 自民党が党再生のために彼らに近づくのは自然の流れ勺， ど。
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5. r中世主義」を超えて 民主型NPOの模索

以上みてきたように，樋口は「人権論の基本どは，法人ではなく自然人，多数者でなく少数者(中時安宅)つ

まるところ「かけがえのない個人』こそが人権の主体なのだ.47Jということを大前提とする。それゆえ，今の日本

には I中間団体の敵視のうえにいわば力ずくで「個人』を析出させたルソー=ジャコパン型モデルの意義を，その

もたらす痛みとともに追体駅勺をすることが必要なのだと主張する。そしてそのような体験を経た上で，はじめ

て中間団体の意義 I自由な諸個人のあいだで取り結ぼれる結社の自由に『自由の防壁』として江役割を期待す

ること」ーーにつし、ても議論。:但上にのせられる，とし、うのが樋口のスタンス却である。

しかしながら，この構想は同時に I本当にそのようなことが可能なのかJ，あるいは「可能だとしても，その手

法は正しいのか」どし寸疑問を生じさせずにはいられない。当然，このモデルの選択の是非については既に多くの

疑問が呈されており，紙上で論争もなされている。その典型例の1つに，長谷川安正の反論可tある。長谷川は「私

は樋口と同様， 日本の人権問題における個人の自由の強調が必要だと考えている。しかし，ルソー=ジャコパン型

をもちだし，中間団体を排除し，国家権力ぴ集中化どしづ危険をおかしながら個人の人権を強調すると言うのは，

(中時安宅)かなり現実陥lをした主張である」として，その危険性と非現実性を指摘している。さらに長谷川

は I樋口は中間団体を排除するモデルを選択するが，夜、なら，中間団体そのものを正面から取り上げ，個人を埋没

させない団体のあり方を探求したいと思うJ~，中間団体の取り扱いについて樋口の見解と真っ向から衝突してい

る。

これに対して樋口は， 自己の主張するルソー=ジャコパン型モデ、ルが I~非現実的』な個人主義モデル」ではあ

ると認めた上でもなお1<個人もいいが団体も><団体の中でもよいものと悪いものがある>という，いってみ

ればやわな対応で、終わるととに、私としては異議を申し立ててし、るのであるJ({芳点部樋口)とする。そして逆

説的に「私の選択が『アナクロニック」だとしたら，日本社会そのものが，それを切実なものとしてし、るほど『ア

ナクロニック』だからで、ある51Jとして，頑としてその主張を譲ることはないのである。

では， NPOは個人の権利を圧迫するような守旧的な体制維持装置に陥る危険性から逃れられないのだろうか。

その意味では，樋口の懸念はある面で正しい。日本の歴史を振り返ると現在に至るまで個人の権利」よりも民

間営利企業，宗教法人，行政とし、った個人と国家の中間に位置する「法人や団体川訴IjJの方に軍配を上げる裁判

所判断がなされてきたととは事実である。とのような「社会通念」から個人の権利を京日何に保陸ずるのかとし、う

問題は， 日本が抱える大きな課題である。また， NPOにつし吋も個人の1訴Ijを侵害」する可制生を有してい

るというととは，先に引用した新川の「ガノミナンスの失敗」等にかかわる指摘が示すとおりである。

それゆえ，三三に至って2つ選主明支が我々に突きつけられることとなる。それは，中間団体が苧む危険性を言宙哉

した上で 1つは樋口のいうようにNPOを含む中間団体を一度羽町会し，国家と個人の二市酎薄造体制を措定するの

か，もう 1つは長谷川が主張するように，個人の権利を埋没させないようなNPOや中間団体のあり方を模索して

いくのか，というものである。小論は，樋口のいう中間団体が人権を抑圧する危険性があるとしづ指摘の重要性を

受け止めつつも，後者の立場に立って民主主義の擁護者としてのNPOのあり方を想定してし、きたい。とし、うのも，

今， NPOとし、う形で小さな民主主義が芽生えているのだとしたら，三の芽生えをも刈り取ってしまうととが得策

とは到底思えなし、からである。枯れた老木が太陽の光を遮るからと言って，大木を切り倒すと同時に自生的な萌芽

までも刈り取ることの弊害の方がはるかに大きいのではなかろうか。

そとで，高H織が人々の1訴Ijを侵害してしまうとし、う陥穿におちいらないために参考としたいのが，新)11らが提唱

する「メタガパナンス」慨合、である。メタガノミナンスとは，先にも述べたNPOと行政聞の「パートナーシッブ。

の失敗」あるし、は「ガノミナンスの先敗」の構造的巴曜を克服する方途として提示されたものである。そのメタガノく

ナンスの目的はガパナンスの失敗を，調整活動によって回避し修復しようとするものとして、位置づけるI三

とにある。また，メタガ、パナンスの担い手についてはガパナンスの一方の当事者で、ある地方自治体が，メタガ

パナンスの担い手というのはそれ自体で矛盾でもある」から新川は仮説的に「中間支援NPOJI地方議会JI住

民自身Iの3つを掲げている。そしてこれら担し、手がガパナンスの監視，調査，仲介と調整，ガイドライン設
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定，失敗時の救済(権0'1j回復)の主導」を行ってし、くことで，ガパナンスの失敗を防止できると考えている。

新)11は，その担し、手である 1つ自の中間支援NPOはパートナーシッフ。活動の酎見や剖面，政策提案や少数

派の1訴Ij保護などを通じて，インターミディアリ(仲介機能)の役割を果た」し 2つ自の地方議会は I自治耐子政

に対する酎尉幾能を作用させることによって，ガパナンスの失敗を回避しあるし、は儲夏する可能性」を見出すこと

ができる，とする。そして3つ目ぴ住民自身については住民参加による監視、評価そして統制が，ガパナンス

内在的にかつ，外在的に発揮に発揮されてし、かなければならなしリ荷主として捉えている。

このような形でメタガパナンスの担い手を3者に想定したのは， rメタガパナンス機能自体が，多元的に分節化

されたガパナンスの中で，多極的に機能してし、く状況を想定しなければならなしV とし寸理由によるものである。

これはすなわち，一極的な権力の集中によるリスクを分散させ，ガパナンスあるし、はパートナーシッフ。が非民主的

なものとなる危険性を緩和させることができる柔軟な社会統治システムを指すものと思われる。

ここに，中間団体敵視型の論者たちが懸念するような I中世主義」 多元的・重層的な統治システム が抱

える問題を克服してし、く方途が示されているのではないだろうか。そう考えたとき， r権威の多様なシステムが根

源的な鞠芋の原理およびルーノレlこよって拘束されるなら，そうした危険性は原理的には乗り越え可能かもしれない

からである。潜在的に断片的であり非民主的な性格をもっこうした発展は，一つの一般的秩序一一これは，密接な

協力や，同様の諸原理，立憲主義的ガイドラインに委ねられる-→つ一部分として位置づけられるなら，克服され

得るのである」とし寸へルドの指摘fi4は，極めて示唆的である。

民主的なノレーノレに拘束された多種多様なアクターが，重層的に社会を統治してし、く。小論はそのようなガノtナン

スモデルを志向し，そのモデルの中で、NPOがどσ:位置に据えられるのかとしづ問題についての考察を行し、たいと

思う。

6. NPOと民主的ル-}レ一一3つの原員トー

では，民主的なルールどはどのようなものが考えられるのだろうか。これまで、のE諾命を通じて，少なくとも以下

の3点をその基本的な原則として掲げることができるだろう。

その要件の1つ目は，個々人の r1訴 Ijを保障」する観保があること。 2つ目は「自治の原則」の適用があること。

3つ目は「補完性の原則」があること。小論では，これらの要件を備えたNPOを I民主型NPOJとみなし，こ

れを中心的な鍵概念としてし、く。なお，これらの要件はいずれも密接に関連し合っており，概念的に重複する部分

がある。そして同時に，これらの3つの要件はNPOを実態的に分析する上でも，中心的な視角とすることが可能

である。

さて，その1番目は個々人の「樹Ijを保障」するとし寸視長である。これは昔、換えるならば団体・法人の権益

が個人の r1訴 IjJを抑圧してはならないとし寸原理でもある。この間題については再三にわたって指摘してきたと

ころであるが， NPOを捉える際には常に中間団体で、あるがゆえの危険性について自覚的でなければならないとい

うことを意味する。

また，この要件は同時にいからの1訴IjJどしりた消極的な樹|眠障概念だ、けで、なく， r~への1訴リ」どしりた，

いわば権利行使能力を付与するとし、う観点も伴っている。どし、うのも， r個々の1訴Ijが行為する(行為しなし、)能

力に変換されなければ，諸権利の菊子性はそれらを実践に移す能力と関連付けられなし円からである。 NPOは

数ある中間団体の中でも，その実践を通じて人々の1訴Ijを保障すると同時に1訴リの伺吏能力も付与しうるもので、あ

ると考えると，この第1の要件は王巴念的にも実態的にもNPOを捉える上での有用な分析視角となろう。

次に，第20::位相としての I自治の原則」であるが，民主性が成立するためには，その手掛哉自身の高い自律性が

要請されることとなる。西尾勝は「自治に共通通するものは自律 (autonomy) と自己統治 (self-government)で

ある日」としつつ I自発的結社における自律と自己統治との結合にこそ，純正なる集団の自治が成立する57Jことを

指摘している。当然この自発的結社の中に，広義・狭義の意味でのNPOが含まれることとなる。それゆえ，

からも民主的ルーノレとしての自立と自律一一自治ーイコ重要性を見出すことができる。
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しかしながら， NPOが自治性を有するということは，必ずしもアウタルキーな性質を伴うもので、あったり，行

政と対抗的な関係にあったりすることを意味するわけではない。そこで第3の I補完性 (subsidiarity)の原則」

が重要性を増してくる。この原則は「権力のピラミッド構造の中で可能な限り下位にある政府に必要に応じて権力

行使や政策決定の権限を委譲しまかせること同」とされ，一般的には地方分権の文脈の中で用し、られることが多い。

とはし、え，これは中央と地方の政府間関係に限ったことではなく，元来的には I社会問題¢解決は，家族・友人・

隣在所など要援助者に最も近接した社会組織にゆだね，それらでは手に負えない場合にのみ1コ級の組織にまかせる

59j という，より身近な組織を想定するものであった。それゆえ近聞の人々が共通した課題を解決するために自発

的に組織したNPOは，この I補完性の原則」と高し盤創生を有することとなる。そして，この原則が明確化され

ることにより，帝国哉が自身の「できること」と「できないこと」が明確に言寄哉され，課題が解決できない場合には

適切な支援を相互に求めあうこととなる。その結果，自立・自律した制裁間 NPO間明子政時ーイワネットワ

ークが築かれることにもつながっていくものと I~~われる。

以上概観してきたように， I民主性のルール」は，これらの原則を束ね，そしてそれらが内実あるものとなるた

めの担保となる。そしてこのような枠組みの中で，民主型NPOという中間団体が個人と政府とを「媒介」するこ

とを通じて，はじめて諸個人を護る「楯」となりうると同時に，政府に対する1訴リ行使 権利としての参力トーー

を実効的なものとするための I矛」となりうるのではなかろうか。

7. おわりに

このように研究対象としての「民主型NPOjを想定するに至り，漸く当初の教育学的視点に立ち返ることがで

きる。すなわち， I民主型NPOjを通じて人々がし、かにして自立と自律を獲得しうるのかという聞いに，である。

その I民主型NPOjは，理念上 I自立・自律」あるし、は「市民」の概念と整合性を有するものであると同時に，

高画哉による人々の1訴Ij侵害σ:危険性を低減させる機能を有しているものとして捉えられる。今回はNPOを教育学

的に検討するための1つのf却主としての「民主型NPOjとし、う枠組みを導出するにとどまったが，以後このよう

な I民主的NPOjの中で人々がどのように自立と自律を衝与しているのかを実態的に調査することで，この仮説

の検証を行う予定である。

なお，小論はタイトルにあるように「試論」として報嘩したものであり，中には考察が不十分あるいは論争的な

部分も多々前主している。小論に対して各方面からの忌障のないご意見，ご社制等を頂戴できれば幸いである。

1 NPO並びにボラ〉ティア活動を語る上で欠かせない出来事として，阪神大震災がある。これにより，非常事態における行政の

限界が露呈されたとともに，従来想定されてきた I対立・緊張型」市民活動とは異なる I協働型」市民活動の重要性が官恨l出よ

ひf市民たちにも誌守草されるようになった。

2山内直人 WNPO入門』日本経済新聞也 1999年， 14頁

3その内訳は下表のとおり 3 なお，こ江数値はこれは1年あたりのものであり，累計されたものではない。
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4拙稿『工業高等専門学校卒の起業者・開業者にみる聴操的自立の蔚字要件に関する考察Jlr公教育システム研究明3号)J，:1ti毎
道大学大判完教育学研究科:公教育システム研究会， 2003年コなお，ノト論における自立と自律の定義と関閑生はこれに依拠し

ている。

5 2003年利寺点で日本のNPO法人の認証数出約15，000団体である。これら以外に承認を受けていなし広義のNPOを
含めるとそσ:数はさらに増えることとなる。また平成16年版国民生活白書」によると，財政1見模が年間 r100万円~1 ，

000万円未満」の団体が 17. 9札 r1，000以上」の団体が4. 6%である3

6レスター 'M・サラモン WNPO最前線]，岩波書庇 1999年 1ω9頁

7 なお， 日;本本のNPO法出lにこお却し
しては敬政策提言劃」 すな材土わコちアドボボ、カシ一機能一一べ仁披i治台活動の劉k剖にこ醐虫札し7な云い， との認識で一致してし、る。仔例リえlは土研究
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者の見解としては， 2004年2本NPO学会第6回年次大会における「日本の政策課題と合意形成大学・自制本・政党・企

業・市民一一民主主義における責任と関与 NPOシンクタンクの課題と可能性」と題したパネルゲイスカッ、ンョンの中での

直田春夫の「コミュニティ・シンクタンク」に関する言及を参照。また，駒荷の見解としては例えは平成 13年6月7日開催の

第151回国会法務委員会第11号における，竹内洋財務大臣官房審議官の「お話のござし、ました政策提言キ政策提言のための

シンポジウムは政治活動に該当するのか、これも言語命があったところでございまして，そうし、う師、ら申し上げますと， NPO 
法上，政策提言刊嫌提言のためのシシポジウムは政治上の主義の描差等に該当しなし、ものとされており，税法上の取り扱し、も

同様」とし、う答弁を参院このほカ喝若そに，多くの分野で、NPOが政策の提言を行ったり，逆に政府川則からNPO(こ対して提

言を求めるといった事例もノ少なからf見られてし、る3

8サラモン，前掲， 20頁
9向上， 20-44頁
10デレック・ヒーター， ~市民権とは何力、』岩波書庇 2002年， 1 1 6頁。 224頁
11拙稿，前掲， 2003，82-85頁
12特定非営利活苦M厄隼法第1条「この法律は，特定非営手lJi舌動を行う団体に法人格を付与すること等により，ボランティア活動

をはじめとする市民が行う自由な社会貢献舌動としての特定非営手l脂動の健全な発展を促進し、もって公益跡目進に寄与するこ

とを目的とする」

13これiごつして，佐藤慶幸は，自民党の反対により「市民活訓厄隼法」から「特定非営手旧制睦法」へとなったことを受け「自

民党の権力構造と市町在勤との妥協の産物」としながらも多分日本の法律の文言で「国同ではなく「市民.jI::V、う言葉州吏

われた最中ルつ法律」として，一定の評価を下してし、る (~NPO と市民社会ーーァソシエーショ〉論の可能佳一一』有菱閣， 20 
02年， 6頁)。佐藤が指摘するように，悶完省濃仲つ法令データベースを羽深に検索してみると「市民生活」あるし、は「市民農

園」とし巧言葉を郎、た法律は前生するものの， r市民;d'.jと市民が主調こなった法律は， NPO法し判明生してし、なかっ九

14デヴィッド・ヘルド『テモクラシーと世界秩序全血球市民の政治学JlNTT出版， 2002年， 8頁
15デレック・ヒーター，前掲， 79頁
16向上， 80頁
17向上， 80-81頁

18これに関わりへルドは政治的人間 (homopolitiω)の対概念ぶキリスト教の狭義における信仰的人間 (homocredens)であ

ることははっきりしてし、る」と述べてし、る。(向上， 10頁)
19デヴ、イツド・へルド，前掲， 9頁

20向上， 1 1頁

21デレック・ヒーター，前掲， 85-86頁
22小熊英二「市民と武装一一アメリカ合衆国における「武装権」詩命.j~市民と武装]，駒芯義塾出版会， 2004 ， 13頁
23デレック・ヒーター，前掲， 93-94頁
24デヴ、イツド・へルド，前掲， 13頁
25デレック・ヒーター，前掲， 10-11頁

26向上， 6頁
27経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003につし可.j， 2003年6月27日付け閣議決定， 13 

頁

28向上， 27頁
29佐藤慶幸，前掲， 149頁
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ぎょうせい， 2004 
36西村，前掲， 207頁
37向上， 30頁
38向上， 38頁
39向上， 36頁
40樋口陽一『三訂憲法入門J]，到草書房， 2002年， 55頁
41デレック・ヒーター，前掲， 174頁
42向上， 174頁
43樋口陽一，前掲， 60頁
44デレック・ヒーター，所I掲， 205頁
45北島健一「樹止国家出ド営手l脳級一一ファイナンス/f共和:慨モテ、ルの再考 J，宮本太郎編著『福祉国家開肩の政治'Ji， 、

ネルヴァ書房， 2002年， 251頁
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2004年 10月16日付け朝日新聞HPより
47向上， 60-61頁。なお，フランス革命時代とトクヴィルの知見に関して具F柏甘内容に言及したものとして，白藤慶幸，前

掲， 15-63頁も参，~~
48樋口陽一『近代国民国家の憲?封蕎造』東京大学出版会， 1 994， 68頁
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ろう」と一定評価している3 ただし，その前提として，彼の言うところに個人と国家の二極分化モデルを日本が「追体験」す

ることが想定されていることは言うまでもない。
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による)

51樋口，前掲" 1 994， 80頁
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